
INFORMATIONBOXINFORMATIONBOX

　小学生や幼児親子を対象に次の行事を開催します。皆さんの参加をお待ちしています。 
　なお、申込みが必要な行事もあります。 

＜幼児親子行事＞ 
■ピヨピヨひろば 
午前10時30分～（要申込み） 

＜乳幼児親子行事＞ 
■Babyひろば 
午前11時～（要申込み） 
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ボラクラブ 

つくってみよう 

ジャンボ風船バレー 

ボラクラブ 

つくってみよう 

積み木あそび 

つくってみよう 

ボラクラブ（幼児親子と交流会） 

申込み必要 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

月 

4月 

5月 

6月 

日（曜） 

18日（木）・19日（金） 

9日（木）・10日（金） 

14日（金）・15日（土） 
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■手づくりクラブ 
午前11時～（要申込み） 

【申込・問合先】児童館 

＜小学生行事＞午前１０時～ 

お知らせ
 4月～6月の楽しい児童館行事 児童館 

　年度末や年度始めは、就職・転勤・入学などで住所変更される方が多いことから、３月３１日と４月７日
の両日曜日に住民異動届（転入・転出・転居）の受付や住民異動届に関連する事務手続きができるよう、
休日窓口を開設します。 
【受付場所】笠松町役場１階　住民課・保険医療課・福祉健康課・税務課 
【取扱事務】 
○転出証明書交付 
○転入届・転居届、印鑑登録の受付 
○住民票の写し、戸籍謄本・抄本、印鑑証明書の交付 
○戸籍の届出（笠松町のみで受理決定の判断ができる
場合に限る） 
○国保・後期高齢者医療保険の資格取得・喪失の受付 

○福祉医療費受給者証申請の受付 
○児童手当認定請求書の受付 
○各種税務証明の交付 
○水道の給水開始・休止など申請書の受付 
○小・中学生の転入許可書の発行 
 

※旅券の申請・受取、各種証明書の広域交付に関する諸手続きは取り扱いません。 

　また、上記取扱事務の中で、日曜日に休業している関係機関への問い合わせが必要な事務は、当日
手続きができない場合があります。その際には、平日の開庁時間に再度来庁していただくようお願いす
ることがありますので、ご了承ください。 
【問 合 先】住民課 

3月31日・4月7日の日曜日に休日窓口を開設 
　時間　午前8時30分～午後5時30分　　住民異動届を受け付けます 

お知らせ
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